
【新規入所の手続き 2号 3号】 
 

１０ 

■新規入所の手続き【2 号・3 号】（保育を必要とする事由あり） 

1．２号認定・３号認定の施設利用申込について 

（１）利用の申込ができる方 

次の（ア）または（イ）に該当し、（ウ）の要件を満たす場合に利用申込ができます。 

(ア) お子さんと保護者が豊中市に住んでいて、住民登録がある。 

 

(イ) 豊中市内へ転入予定の方。※必要な提出書類については P.1２参照。 

 

(ウ) 保護者が次のいずれかの保育を必要とする事由に該当する。（事由の詳細については P.4 参照） 

① 就労（恒常的に実働月 64 時間以上が必要） 

② 妊娠・出産（出産月の前 2 ヶ月（多胎妊娠の場合は 14 週）から出産日の後 2 ヶ月） 

③ 保護者の疾病・障害 

④ 同居親族の介護・看護 

⑤ 災害復旧 

⑥ 求職活動（起業準備を含む） 

⑦ 就学（職業訓練校等での職業訓練を含む） 

⑧ 児童に虐待や DV のおそれがある場合 

⑨ 育児休業取得中に既に市内の認可施設で保育を利用しているお子さんがいて継続利用が必要である

場合 

⑩ その他、上記以外の理由で豊中市が認める場合 

（障害のあるお子さんの集団保育を希望される方は P.7 をご覧ください。） 

 

＜注意事項＞ 

 認定申請・施設の利用申込はお子さんの出生後から可能です。妊娠中の手続きはできません。 

 育児休業中に入所する場合は、入所月内に復職し、復職日から 14 日以内に復職後の就労証明書を提出する必

要があります。 

 入所を希望するお子さんのきょうだいの方が児童発達支援センターの親子通所をされている場合、親子で療育

の学びの場ととらえ保育を必要とする事由としておりますが、単独通所になられた場合には、入所を希望する

お子さんの保育を必要とする事由がなくなります。きょうだいの方の介護が必要な場合は、「保育を必要とす

る事由証明書」（2）の欄に医師などの証明が必要となります。 

 ⑥求職活動が事由の場合は「保育を必要とする事由証明書」（4）の欄の就労の誓約書を記入の上、市の指定

する期日（支給認定終了の前月 25 日）までに勤務にかかる就労証明書の提出をしたうえで、90 日以内に就

労を開始してください。就労を開始された場合は、就労開始日以降に勤務先が発行した就労証明書を支給認定

終了日までにご提出ください。 

求職活動の事由で支給認定ができるのは、求職活動期間に関わらず年度内（４月～翌３月）１回限りとなりま

す。年度をまたいで求職活動の支給認定期間がある場合は、両年度とも求職活動の支給認定を利用したとみな

します。年度をまたいで連続 4 ヶ月となるような認定（例：2 月から 5 月まで）はできません。 

一度年度内で求職活動の事由で支給認定された場合は、同年度で退職等があった場合であっても再度求職活動

での支給認定ができません。市の指定する期限までに求職活動以外の事由が確認できる「保育を必要とする事

由証明書」または「就労証明書」を提出できない場合は支給認定終了日をもって退所となります。市の指定す

る期限後に事由が確認できる「保育を必要とする事由証明書」または「就労証明書」の提出があった場合でも

支給認定期間は延長せず、支給認定終了後は退所となります。 
「求職活動」を事由として１号から２号へ切り替えを希望する場合は、「内定中（雇用予定）」である就労証明

書等が必要です（就労誓約書への申立のみでの切り替え申込はできません）。 
 豊中市に転入予定での申込の場合、入所希望日は転入予定日以降の日付でしか申込できません。 

  

１.認定申請及び利用申込 

支給認定（保育を必要とする

事由の認定）を申請します。 

同時に、希望する保育施設等

の利用申込も行えます。 

２.利用調整（選考） 

保護者の要望や施設等の空

き状況等により、市が、利

用調整（選考）を行います。 

３.結果通知 

利用調整の結果を

保護者にお知らせ

します。 

４.利用先決定・契約 

【公立こども園・民間保育所】：利用者は、市と契約し、

市が決定した利用者負担額（保育料）を市へ納めます。 

【上記以外】：利用者は、施設・事業者と契約し、市が

決定した保育料を施設・事業者へ支払います。 
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（２）保育時間、開所日・休所日 

開所時間 午前 7 時 00 分～午後 7 時 00 分 

＊開所時間が上記以外の施設もあります。P.37 施設一覧をご覧ください。 

保育時間 保育標準時間 午前 7 時 00 分～午後 6 時 00 分 

保育短時間  午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分 

＊上記時間を超えて保育を利用する場合は延長保育料がかかります。（詳しくはＰ.27 参照） 

開所日 月曜日～土曜日 ＊各施設の開所日については、Ｐ.37 施設一覧をご覧ください。 

休所日 日曜日、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日 

 

（３）認定申請、利用申込手続きについて 
受付期間 ＜新規申込＞出生後、電子申込でのみ随時受付 https://logoform.jp/form/xWnn/510044  

＊スマートフォン等をお持ちでない場合、 

子育て給付課に設置しているタブレット端末から申し込むことができます。 

＜申込内容の変更等＞随時受付（土、日、祝、年末年始を除く） 

＊5 月～1 月入所希望の場合は、入所希望日の前月 5 日までに利用申込が必要。 

※ただし、2 月・４月入所希望の場合は、次のとおりになります。 

①12 月 5 日までに利用申込が必要。 

＊提出書類に不備や不足があった場合、申込は受け付けられず、入所選考の対象になりません。 

②障害児保育の次年度の入所相談は 10 月広報参照。 

③４月入所希望で①の申込締切後、市が定める日までに利用申込された方は 2 次選考対象となります。 

＊３月選考は行っておりません。 

受付時間 ＜電子申込＞24 時間受付（システムメンテナンス期間を除く） 

＜申込内容の変更等＞午前 9 時００分～午後 5 時 15 分 

受付場所 ＜申込内容の変更等＞豊中市役所 こども未来部 子育て給付課 入所入園係 

（第二庁舎 3 階 06-6858-2252/2253） 

＊郵送の場合は郵便事故防止のため特定記録郵便等で郵送してください。 

＊電話での書類到着確認にはお答えできません。 

＊子育て支援センターほっぺ、ほっぺ南部分室、各認定こども園・保育所（家庭保育所除く）でも申込書の

提出ができます（Ｐ.37 施設一覧参照）。 

ただし、各施設等への提出については、月曜日～金曜日の間でお願いします。 

提出書類に不備がある場合は、子育て給付課よりご連絡する場合があります。 

※手続きにはできるだけ保護者の方がお越しください。 

（４）支給認定申請・施設利用申込に必要な書類 

ア  全員の方が提出必要な書類 
提出書類 備考 

□ 保育認定の事由を証明する書類 

  （父母ともに必要） 

事由により必要書類が異なります。事由ごとの必要書類は下記表参

照。保護者が別居中の場合でも同様です。 
 

  ＜保育認定の事由を証明する書類＞ 

保育の必要な事由 必要書類 

就労 

就労証明書（おおむね 2 ヶ月前までに発行されたもの） 

※自営業の場合は次のいずれかひとつを添付 

・最新年度の確定申告の控え 

・税務署への開業届の写し（開業した年度に限る） 

・事業内容がわかるもの（契約、支出明細など） 

※就労証明書の余白に児童名・児童の生年月日を記載してください 

妊娠・出産 
母子手帳のコピー（保護者氏名と分娩予定日のわかるページ） 

または出産予定証明書 

保護者の疾病・障害 保育を必要とする事由証明書（1）医師等の証明 

同居親族の介護・看護 保育を必要とする事由証明書（2）医師等の証明 

災害復旧 罹災証明書等 

求職活動 保育を必要とする事由証明書（4）就労予定者の誓約 

就学 
保育を必要とする事由証明書（3）在学証明（児童発達支援センターへの親

子通園（予定）の場合は児童発達支援センター通所利用誓約書） 

育児休業取得中の継続利用 就労証明書（「育児休業の取得」） 
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イ  該当する方は提出が必要な書類 

提出が必要な場合 提出書類 

育児休業取得中に申し込んで復職された場合 

*育児休業期間として証明されている期間を過ぎている場合は、育児休業の

延長の証明書を提出してください。提出が無い場合、利用調整について

は「就労」または「求職中」の選考要件として取り扱います。 

□ 就労証明書（「復職年月日」欄に「復職予定」と復

職日の記載があるもの） 

※就労証明書の余白に児童名・児童の生年月日を記載してく

ださい 

豊中市外に住民票があるが入所日までに豊中市内に転入予定であ

る場合 

※入所希望日は転入予定日以降の日付でしか受付できません 

※入所日時点で豊中市に住民票がない場合は入所できません 

□ 転入に関する誓約書 

□ 住民税課税証明書（P.22 参照） 

□ 転入前住所地の住民票（3 ヶ月以内に発行された

もの） 

先天性疾患（心室中隔欠損、川崎病、てんかん、水腎症等）のあ

るお子さんの場合 

□ 医師による保育の実施についての意見書（診断書）

（集団生活が可能である旨がわかるもの） 

※できるだけ早く提出してください。選考までに提出がなか

った場合、内定できないことがあります。 

ひとり親世帯の場合 

（いずれかの写し） 

□ 児童扶養手当証書（最新年度のもの） 

□ ひとり親家庭医療証（最新年度のもの） 

□ 戸籍謄本（3 ヶ月以内に発行された保護者のもの） 

□ 離婚届の受理証明書 

生活保護受給中の場合 □ 生活保護受給証明書（3 ヶ月以内に発行されたも

の） 

□ 休日夜間受診票（最新年度のもの） 

＜注意事項＞ 

 選考時に必要書類がそろわない場合、保育を必要とする事由が正確に把握できず、世帯の状況を考慮すること

ができないため、書類は受理せず選考は行いません。 

 きょうだいで利用申込する場合、支給認定申請書・利用調整申込書はお子さんの人数分必要となります。保育

を必要とする事由証明書、就労証明書も人数分必要ですが、原本とコピーで結構です。 

 希望施設数は、送迎可能な範囲でお選びください。申込後の追加・変更は、変更届の提出が必要です。 

 入所の申込については、申込日からおおむね 2 ヶ月前以降に発行された書類を提出してください。 

 

 

 

 

 

（5）利用調整申込の提出期限 

2 号・3 号の選考にかかる書類の提出期限は下記のとおりです。 

     

 

 

 

 

 

 

 

*入所希望日の提出期限を過ぎて提出された利用調整申込については、翌々月（入所希望日の翌月）の 

選考から対象者となります。 

*提出書類に不備や不足があった場合、申込は受け付けられず、入所選考の対象になりません。 

*郵送の場合は消印有効です。 
*提出期限は変更される場合がありますので、随時市のホームページ等で確認してください。 

 

提出期限 

5 月～翌 1 月入所・・・入所希望日の前月 5 日まで 

2 月入所・・・2024 年 2 月選考は 12 月 5 日まで 

4 月入所（一次選考）・・・2024 年 4 月選考は 12 月 5 日まで 

4 月入所（二次選考）・・・2024 年 2 月 15 日まで 

 
構いません。ただし、2 号認定・3 号認定を受けるには、保育を必要とする事由を満たす必要があ

ります。 

Q きょうだいで 1 号認定と 2 号認定・3 号認定が混在していてもよいのでしょうか。 



【新規入所の手続き 2号 3号】 
 

１３ 

2．申込後の利用調整（選考）について 

保育必要認定（2 号・3 号認定）を受けて利用申込みされた方は、市が一括して利用調整を行います。 

豊中市全体で 0～２歳の乳幼児を中心として申込者が多く、保育認定を受けても利用調整により希望の施設に入

所できないケースもあります。 

なお、利用調整は下記の基準に基づいて行っています。下記の基準での利用調整においては、豊中市在住者の選

考を行った後、他市在住者の選考を行います。 

 

（１）利用調整（選考）基準 

利用申請が施設の受け入れ可能な人数を超えた場合には、豊中市保育施設等の利用調整に関する基準（利用調整

基準）に基づき利用調整を行います。利用調整基準は①から順番に選考となります。 

 

① 障害児等で特に集団保育における配慮を必要とする児童（4 月入所(一次選考)のみ） 

 引き上げ転所（下記②参照）、新規利用、転所の順に優先して利用調整します。 

 上記の優先順位内で同じ条件で並んだ場合は、以下のとおり利用調整します。 

（引き上げ転所）抽選番号順   （新規利用）下記「（2）利用調整（選考）方法」のとおり 

（転所）下記③「上記②以外で転所を希望する児童」のとおり 

 

② 入所中の施設での、上のクラス年齢がない場合、もしくは、その施設が閉所した場合において、転所し

なければならない児童（引き上げ転所） 

 きょうだいが転所希望先（第一希望の場合のみ）を既に利用中の場合（1 号認定利用含む）は優先に

なります。 

 希望施設の受け入れ枠以上の希望がある場合、抽選による選考を実施します。 

 

③ 上記➁以外で転所を希望する児童 

 転所の申込み順で利用調整を行います。ただし、きょうだいが転所希望先を既に利用中（1 号認定利

用含む）の場合は優先になります。なお、きょうだいのいない方が選考時において転所の申込みから

1 年以上（申込日の有効となる選考基準月から数えて 12 ヶ月目以降）の場合は、1 年未満できょう

だいがいる方よりも優先になります。 

 同じ受付日で、同じきょうだいの利用状況の方が並ばれた場合には、次項（2）利用調整（選考）方法

の④（きょうだいが希望保育所に入所中を除く）の基準により調整します 

 上記「①障害児等で特に集団保育における配慮を必要とする児童」として入所した場合、年度途中で

の転所はできません。毎年４月での転所を受付けさせていただきます。 

 

④ 施設を新規利用したい児童 

 保育を必要とする事由に該当している世帯の中で、次項（2）利用調整（選考）方法に基づいて利用調

整します。 

 

（2）利用調整（選考）方法 

①  基礎要件（次項表（ア））と加算要件（次項表（イ））の指数の合計点の高い世帯のお子さんから内定 

 保護者の指数をすべて合計します。（父子母子世帯の場合は加算要件で加算します。） 

 （イ）加算要件は該当する項目すべてを加算できます。ただし、各項目について内容を証明する書類

を提出していただきます。 

②  ①で同点の場合は入所希望月（選考基準月）からの経過月数が長い順から内定 

 内定を辞退した場合、入所希望月（選考基準月）が辞退された翌月になります。 

③  ②で経過月数も同じ場合は、当該保育施設の希望順位の高い順から内定 

④  ③で同順位の場合は調整要件（次項表（ウ））の指数の合計点の高い世帯のお子さんから内定 

⑤  ④で同点の場合は世帯の所得状況（市民税所得割額）の低い世帯を優先して内定 

⑥  ⑤で同点の場合は市が優先すべき児童を決定して内定 

 

 

 



【新規入所の手続き 2号 3号】 
 

１４ 

(ア)基礎要件（該当する要件の「保育を必要とする事由証明書」または「就労証明書」が必要です） 

＜保育施設等の利用調整に関する基準＞基礎要件:保護者それぞれにつき指数の高い１つの主となる要件のみ算定 

 

※３ 就学予定、就労内定の場合、入所希望日が就学・就労開始予定日以降でなければ指数算定の対象になり

ません。 

  

保育必要事由 基礎要件 指数 

就労 

（2 ヶ所以上の 

勤務先で就労して

いる場合、勤務時間

を合算） 

月の勤務時間が 160 時間以上   100 

月の勤務時間が 140 時間以上～160 時間未満 95 

月の勤務時間が 120 時間以上～140 時間未満 90 

月の勤務時間が 100 時間以上～120 時間未満 85 

月の勤務時間が 80 時間以上～100 時間未満 80 

月の勤務時間が 64 時間以上～80 時間未満 75 

※ 育休復職後も同時間（契約時間）の勤務が必要 

疾病・障害 

長期入院、常時病臥等である場合（入院期間・安静加療期間に限る） 121 

日常生活での動作及び行動が著しく困難な状態である場合、または日常生活に常時介

護が必要である場合 
103 

日常生活に支障があり、月 10 日以上通院加療が必要な場合 98 

日常生活に支障があり、月 4 日以上通院加療が必要な場合 86 

日常生活に支障があり、月 1 日以上通院加療が必要な場合 78 

身体障害者手帳 1 級・2 級、精神障害者保健福祉手帳 1 級、療育手帳 A※1 73 

身体障害者手帳 3 級・4 級、精神障害者保健福祉手帳 2 級、療育手帳 B1※1 68 

身体障害者手帳 5 級・6 級、精神障害者保健福祉手帳 3 級、療育手帳 B2※1 63 

※1 入所後、定期的に保育を必要とする事由を確認する際には、保育を必要とする事由証明書の「疾病・障害」欄に医師の証

明が必要です（「支障なし」は除く）。 

介護・看護 

同居の親族が日常生活での動作及び行動が著しく困難な状態である場合、または日常

生活に常時介護が必要である場合、または絶対安静の状態である場合で、介護・看護

が必要な場合 

110 

同居の親族が日常生活での動作及び行動に支障があり、自宅での見守りが必要な場合 89 

きょうだいが児童発達支援センターへ親子通所（予定含む）の場合（児童発達支援セ

ンター親子通所利用誓約書が必要） 
68 

就学 

（入所希望日まで

に修了する場合は

非該当）※3 

月 120 時間以上（保育標準時間相当） 84 

月 120 時間以上の就学予定（保育標準時間相当） 79 

月 64 時間～月 120 時間未満（保育短時間相当） 74 

月 64 時間～月 120 時間未満の就学予定（保育短時間相当） 69 

求職活動 

（月 64 時間未

満の就労含む） 

※3 

月の勤務時間が 160 時間以上の「内定」（自営業は除く）※2 91 

月の勤務時間が 140 時間以上～160 時間未満の「内定」（自営業は除く）※2 86 

月の勤務時間が 120 時間以上～140 時間未満の「内定」（自営業は除く）※2 81 

月の勤務時間が 100 時間以上～120 時間未満の「内定」（自営業は除く）※2 76 

月の勤務時間が 80 時間以上～100 時間未満の「内定」（自営業は除く）※2 71 

月の勤務時間が 64 時間以上～80 時間未満の「内定」（自営業は除く）※2 66 

月 40 時間以上 64 時間未満の就労中（入所後に月 64 時間以上の就労必須） 65 

月 40 時間未満の就労中（入所後に月 64 時間以上の就労必須） 50 

求職活動（月 64 時間未満の勤務内容及び勤務時間未定の内定、起業準備含む。入所

後に月 64 時間以上の就労必須） 
10 

※2「内定（雇用予定）」で入所した場合、入所後に「就労証明書」（証明日が雇用開始日以降のもの）を提出する必要があ

ります。提出できなかった場合や、実際の勤務時間が「内定（雇用予定）」の時間数より少なかった場合は退園になります

のでご注意ください。 

災害復旧 災害復旧 140 

妊娠出産 
産前産後（各２ヶ月。多胎妊娠の場合は産前 14 週）※母子手帳のコピー（保護者氏

名と分娩予定日のわかるページ）または出産予定証明書が必要 
60 

その他 市長が特別に入所が必要であると認める児童 状況に応じ配点 



【新規入所の手続き 2号 3号】 
 

１５ 

（イ）加算要件：該当する要件すべてを加算（ただし内容を証明する書類の提出が必要） 

 

 

（ウ）調整要件 

 

  

世帯加算要件 指数 

父子母子世帯（１８歳以上６５歳未満の同居親族等がいない場合）※ひとり親の証明書類が必要 120 

父子母子世帯（１８歳以上６５歳未満の同居親族等がいる場合）※ひとり親の証明書類が必要 110 

生活保護世帯 ※生活保護受給証明書が必要 10 

単身赴任 

就労証明書の「単身赴任先の居住住所」に単身赴任の証明が必要 
2 

認可外に在園（事業所内保育所を含む。定期利用している場合のみ） 

※認可外在園証明書が必要 ※育休取得中は加点しません 
3 

豊中市民としてすでに他市区町村の認可保育施設に入所しているが、豊中市内の認可保育施設への入所を希望

する児童 ※豊中市において支給認定をうけていることが必要・二重在籍は不可 
３ 

入所希望児童が多胎児の場合 1 

配偶者等からの DV ※第三者機関からの通知が必要 2 

雇用主が保護者の配偶者又は三親等以内の親族となっている場合 －4 

入所内定を辞退した場合 

（辞退した児童にのみ適用。申請を取り下げて再度新規申請した場合も減点は引き継がれます。） 

※ポピンズキッズルームの内定を辞退した場合、減点はしませんが、次回以降の選考ではポピンズキッズルー

ムのみ利用希望を取り消します。あらためて利用希望する場合は、変更届を提出してください。 

辞退１回に

つき 

－3 

個人加算要件（保護者一人につき同じ種類の加算を複数適用することは不可） 指数 

2 号認定及び 3 号認定児童の受け入れのある市内の特定教育・保育施設に内定中、勤務中、または育休・産休

から復職予定の保育士・保育教諭・幼稚園教諭*・小学校教諭*・養護教諭*の方。 

*ただし幼稚園教諭（認定こども園以外）・小学校教諭・養護教諭の方については、「子育て支援員研修（地

域型保育コース）」の修了が必要となります。 ※資格証等の証明書が必要 

13 

疾病・障害（基礎要件が「疾病・障害」の方を除く）  

※保育を必要とする事由証明書の「疾病・障害」欄に医師の証明が必要（基礎要件の疾病・障害を満たす場合

のみ。身体障害者手帳等を取得している場合は下記に該当）  ※下記手帳提出とは重複して加点しません 

2 

保護者が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を取得している（基礎要件が「疾病・障害」の

方を除く）※各種手帳の写しの提出が必要       ※上記医師の証明提出とは重複して加点しません 
1 

同居親族の介護・看護（基礎要件が「介護・看護」の方を除く）※保育を必要とする事由証明書の「介護・看

護」欄に医師の証明が必要（「支障なし」は除く） 
1 

通信制高校・通信制大学に在学している場合（基礎要件が就学である場合に限る） －5 

要件 指数 

きょうだいが希望保育所に在籍している 

※きょうだいがすでに希望保育施設を利用中であることを条件とし、希望保育施設での選考のみ加点 
＋10 

子ども（中学 1 年生～１８歳未満）の数が多い世帯 人数分＋1 

子ども（小学 6 年生まで）の数が多い世帯 人数分＋2 

１８歳以上６５歳未満の同居親族（父母以外）がいる場合 人数分－1 



【新規入所の手続き 2号 3号】 
 

１６ 

 

（3）認定こども園在園児の認定変更に伴う利用調整（選考）方法 

①  在園児の認定変更（1 号→２号）と転所及び新規に入所希望される方（２号）との利用調整をする場合

は、在園児を優先します。 

 

②  在園児間で利用調整する場合（1 号→２号）は、申込日順とします。同日の場合は P.13「（2）利用調

整（選考）方法」①～⑥のとおりとします。 

 

（4）利用申込継続確認について 

毎年 9 月時点で入所申込中の方を対象に、11 月頃に次年度 4 月以降の利用調整の継続手続きを行います。 

ご自宅へ継続申込の案内を郵送しますので、希望施設や世帯状況などを確認のうえ、市の電子申込システムで

回答してください。 

対象であるにもかかわらず、11 月中旬までに継続申込の案内が届かない場合は必ずご連絡ください。 

継続手続きをされない場合は、翌 2 月選考をもって申込を取り消されたものとして取り扱います。 

＊継続確認の対象者、時期については年度によって前後することがあります。 

 

（5）施設の利用申込中の各種手続き 

①以下の場合には書類の提出が必要です。 

提出が必要な場合 提出書類 

 市内で転居する場合 

 世帯状況や家族構成に変更がある場合 

 入所希望日・希望保育所を変更したい場合 

 保育を必要とする事由に変更がある場合※ 

 市外へ転出する場合（利用申込は取消しになります） 

□ 利用調整申込書兼児童台帳・変更届 

 

※保育を必要とする事由に変更がある場合は、「保育

を必要とする事由証明書」または「就労証明書」も提

出してください 

施設の利用を内定辞退する場合 □ 辞退届 

 
②書類提出期限 

①の書類の提出期限は下記のとおりです。 

   *入所希望日の提出期限を過ぎて提出された変更については、翌々月（入所希望日の翌月）の選考から 

適用となります。 

*提出書類に不備や不足があった場合、申込は受け付けられず、入所選考の対象になりません。 

*郵送の場合は消印有効です。  

提出期限 

5 月～翌 1 月入所・・・入所希望日の前月 5 日まで 

2 月入所・・・2024 年 2 月選考は 12 月 5 日まで 

4 月入所（一次選考）・・・2024 年 4 月選考は 12 月 5 日まで 

4 月入所（二次選考）・・・2024 年 2 月 15 日まで 



【新規入所の手続き 2号 3号】 
 

１７ 

（6）利用調整（選考）結果について 

ア．4 月に入所を希望される方 イ．5 月から 1 月までに入所を

希望される方 

ウ．2 月に入所を希望される方 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜※内定を辞退された場合＞ 
・辞退届は、内定を辞退した入所内定月の 5 日までに提出してください。 

・辞退届を提出された場合、減点し、かつ辞退した入所予定日の翌月 1 日を新たな選考基準日とし、次月以降も入

所選考を継続します。 

 選考基準日が変わることにより、不内定の場合の次月以降の選考における入所希望月からの経過月数はリセット

されます。 

・辞退届を提出されなかった場合、申込を取消し、次月以降は選考対象となりません。 

・1 月、2 月選考における内定を辞退した場合は、4 月一次選考の対象とはならず、4 月二次選考から対象となり

ますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

内定辞退日 4 月 23 日 

辞退届提出               5 月 5 日（提出最終締め切り） 
＊辞退届は、内定を辞退した入所内定月の 5 日までに提出してください。 

選考基準日（入所予定日） 5 月 1 日 

辞退届 
未提出 

次月 1 日 

申込取消 

入所 

選考 

辞退届 
提出 

内定辞退 

内定 

新たな選考基準日 6 月 １日 （及び減点-3） 

随時申込 

9 月までに入所申込していれば 

11 月頃に継続確認 

2023 年 12 月 5 日提出締切 

1 月

末  
一次選考

結果発送 

内定 不内定 

3 月中旬 二次選考 

内定者と二次選考からの 

申込者のみ結果発送 

12 月 5 日の 
提出締切後から 
2月15日までの 

新規申込 

利用のための書類提出 

内定辞退※ 

内定辞退※ 

随時申込 

毎月 5 日提出締切 

入所選考 

入所希望日前月 15 日頃 

内定者のみ電話連絡 

利用のための書類提出 

内定辞退※ 

不内定 

☆ 

☆利用開始希望月、児童の満 1 歳の誕生日前日の月には

不内定を文書で通知します。 

＊不内定の方は引き続き申込書を預かり、 

入所希望月以降、毎月選考対象とします。 

＊不内定の方で、申込を取り下げる場合、 

「利用調整申込書・変更届」の提出が必要です。 

随時申込 

2023 年 12 月 5 日提出締切 

入所選考 

12 月下旬頃 

内定者のみ電話連絡 

利用のための書類提出 

内定辞退※ 

不内定 

☆ 

（例）5 月入所を辞退した場合の新たな選考基準日 
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3．市内から市外施設への入所について（市外保育施設利用にかかる広域入所申込） 

「保育を必要とする事由」に該当する世帯で、勤務先がある市外の施設や、通勤途中の市外の施設、また市外に

引越し予定で市外の施設の利用を希望する場合は、通常と手続きが異なります。なお、利用を希望する施設のあ

る市区町村（申込先市区町村）によって手続きが異なりますので、必ず事前に申込先市区町村に手続きについて

確認してください。また、書類の提出は子育て給付課のみで受付しています。 

（１）利用手順 

 
① 申込前 申込先市区町村の保育担当課に、施設を利用したい状況を説明の上、

下記を問い合わせる。 

 申込締切日 

 必要書類 

 入所希望施設の空き状況 

② 書類提出 申込先市区町村の入所申込締切の 2 週間前までに下記書類を豊中市

子育て給付課に提出する。 

 豊中市外の保育施設(2 号・3 号利用)入所申込に関する確認書 

 利用調整申込書兼児童台帳 

 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申込書 

 保育を必要とする事由の証明書 

 その他各市区町村、世帯状況によって必要な書類 

※申込先市区町村の書式で提出するよう指示があった場合は、以下

の書類を提出 

 申込先市区町村の書式の申込書類一式 

③ 協議  ④入所選考  ⑤豊中市への結果通知  ⑥保護者への結果通知 

（2）注意事項 
 市外施設の申込にあたっては、年度ごとの申込（協議）が必要です。次年度も申込、または継続入所した

い場合は、必ず申込先市区町村の締切の 2 週間前までに、豊中市に申込書類を提出してください。なお、

次年度の申込にあたっては、豊中市から申込を依頼する案内はいたしませんのでご注意ください。 

 申込先市区町村の選考によって当該年度は入所できたとしても、次年度は不内定（入所保留）となり、継

続して利用できないことがありますのでご注意ください。 

 入所選考は申込先市区町村が行いますので、豊中市では不内定通知（保留通知）書を発行しません。 

 申込にあたっては、必ず申込先市区町村の保育担当課に事前に相談してください。 

 

 

4．市外から市内施設への入所について（市内保育施設利用にかかる広域入所申込） 

入所日までに豊中市内に転入予定がない場合、豊中市に直接、施設利用を申込むことはできません。住民票があ

る市区町村から豊中市への協議依頼が必要になりますので、住民票がある市区町村で申込みをしてください。 

＜注意事項＞ 

 住民票がある市区町村からの協議依頼締切日は、入所希望月の前月 5 日（2024 年 2 月・4 月入所希望

時は前年 12 月 5 日まで。締切日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日）です。 

 申込にあたっては、年度ごとの申込（協議）が必要です。次年度も申込、または継続入所したい場合は、

必ず豊中市の締切に間に合うように、住民票がある市区町村から豊中市に申込書類を提出してください。 

 選考は豊中市民が優先となります。また、申込が年度ごとに必要なことから、当該年度は入所できたとし

ても、次年度は不内定（入所保留）となり、継続して利用できないことがありますのでご注意ください。 

 入所は施設との協議のうえ決定しますので、希望園に空きがある場合でも不内定になる場合があります。 

 家庭保育所・ポピンズキッズルームの定期利用枠は利用申込ができません。 

 保育料は支給認定を受ける市区町村の金額になります。 

 私立認定こども園の在園児で、認定を１号から２号の利用に切り替える際も同様の手続きが必要です。 

 転所・引き上げ転所はできません。また、配慮を必要とするお子さんは市外からの受入れをしていません。 

 申込にあたっては、締切の関係上、必ず住民票がある市区町村の保育担当課に事前に相談してください。 

保護者 

豊中市 

子育て給付課 

他市町村の 

入所担当課 ④ 

① 

② 

③ 

 

⑤ 

⑥ 


